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区役所・出張所・保健所の窓口受付は、月〜金曜日8:30〜17:00（祝・休日、年末年始は除く）です。
区民サービスセンター（渋谷ヒカリエ8階）の窓口受付は、月〜金曜日11:00〜19:00、土曜日9:00〜17:00（祝・休日、年末年始は除く）です。

その他のお知らせ

開館状況は事前に問い合わせてください。

松濤美術館

ふれあい植物センター休園のお知らせ
ふれあい植物センターは、施設老朽化に伴い改修工事を行うため、12月28日
㈫をもって、長期休園となります。
平成17年4月開園以来、地域の皆さまをはじめ、多くの人にご来園いただき誠
にありがとうございました。
なお、リニューアルオープンは令和5年度を予定しております。
休園期間中、ご不便ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。
問環境政策課環境政策係　 03-3463-2749 FAX 03-5458-4903

◎特別展｢寺院が語る渋谷の歴史｣
日1月10日（月･祝）まで
内 普段見ることができない寺院の貴重な資料を通して
渋谷の歴史を紹介

◎展示解説
日12月18日㈯14:00から

◎�渋谷区立松濤美術館�開館40周年記念　白井晟一入門
日第2部／Back to 1981 建物公開　1月4日㈫〜30日㈰
内白井晟一（1905〜1983）は、戦後日本において独自の存在感を放った建築家。京都
高等工芸学校（現・京都工芸繊維大学）図案科卒業後、ドイツで哲学を学び、帰国後、義
兄の画家･近藤浩一路の自邸の設計を手掛けたことを契機に独学で建築家への道に進
むという、建築家としては異色の経歴を持ち、初期の木造の個人住宅･公共建築から後
期の記念碑的建築まで、多くの記憶に残る作品を残した。本展第2部では、晩年の代表
作品である当館を、長年展示向けに設置されていた壁面などを取り外し白井がイメー
ジした当初の姿に近づけ公開する。
※ 毎週金曜日の夜間開館、館内建築ツ

アーは当面の間中止します。
※ ㈯･㈰･㈷･㉁と最終週（1月25〜30

日）は｢日時指定制｣です。詳しくは、
松濤美術館HPをご覧ください。

入館料 一般1,000円、大学生800円、 高校生･60歳以上500円、小中学生100円
※区内在住の人は2割引き、㈮は無料
※ 小中学生は㈯･㈰･㈷･㉁は無料
※障がいのある人と付き添い1人は無料
開館時間 10:00〜18:00（入館は17:30まで） 休館日 12月13〜1月3日

場東2-25-37（〒150-0011）　☎︎ 03-5468-1384 FAX 03-5468-9385

場東4-9-1（〒150-0011）　☎︎ 03-3486-2791 FAX 03-3486-2793

場松濤2-14-14（〒150-0046）　☎︎ 03-3465-9421 FAX 03-3460-6366

ふれあい植物センター

郷土博物館・文学館

FRIDAY
在住の人は
金曜日無料

▲松濤美術館立面図

施設のイベント情報

常盤薬師（寳泉寺所蔵）▶︎

日1月10日（月･祝）14:00〜15:15 
出演 たちばな家半志樓氏ほか 定15人（先着）
費 100円、小中学生50円　※60歳以上の人、障がいのある人と付き
添いの人は無料。未就学児不可
申1月4日から電話･窓口で
場・問 重要文化財旧朝倉家住宅　 03-3476-1021 FAX 03-3476-1025

日2月5日㈯14:00開演（13:30開場）
場文化総合センター大和田6階伝承ホール
内寄席社会において少数精鋭で奮闘する女性芸人による寄席芸
出演 柳亭こみち（落語）、春風亭ぴっかり☆（落語）
　　遠峰あこ（歌とアコーディオン）、ニックス（漫才）
費 2,500円、区民1,000円（全席指定）　※未就学児不可、車いす席は
問い合わせ
申1月8日10:00から文化総合センター大和田3階ホール事務室で
※ 10:00〜19:00。発売日に残席があった場合、翌日から電話受け付け可
※ 区民は区内在住･在勤･在学を証明できるものを持参

▲柳亭こみち ▲春風亭ぴっかり☆ ▲遠峰あこ

▲ニックス

伝承ホール寺子屋では、現代に伝承される古典藝能（人形浄瑠璃、歌舞伎、舌耕芸）
の名作を取り上げ、日本を代表する講師陣からその不朽の価値と魅力について学ぶ
講座を開催します。

場文化総合センター大和田2階学習室1 
定30人（先着）　※定員半数で開催
費各1,000円（全席自由）　※未就学児不可　※当日精算
申12月24日10:00から電話で（10:00〜19:00）
※電話予約のみ　※12月29日〜1月3日を除く
※伝承ホール寺子屋塾生も要申し込み
※各回おひとり様2枚まで申し込み可
問文化総合センター大和田ホール事務室
　 03-3464-3252 FAX 03-3464-3289※いずれも18:30〜20:00（受け付けは18:15から）

旧朝倉家住宅｢新春寄席｣

伝承ホール寺子屋  公開講座｢やしょめ寄席4｣

伝承ホール寺子屋  初春公開講座｢古典藝能の名作｣（全3回）

日令和4年1月31日㈪　第1回12：00〜開場、第2回14：30〜開場
場渋谷区文化総合センター大和田　さくらホール
内 公益財団法人　ポーラ伝統文化振興財団が企画製作した記録映画「野村
万作から萬斎、裕基へ」の上映会を開催。当日は、野村彩也子さんの進行で、
野村万作氏、萬斎氏、裕基氏の舞台挨拶もあります。
定各回渋谷区民5組10名様ご招待　
費入場料無料（※自由席）
申メールかFAXで右記連絡先に申し込みください。

申し込み締め切り：令和4年1月12日㈬
※申し込み多数の場合は抽選となります。
必要事項を記入の上、申し込んでください。
①「渋谷区民」と明記してください。②申し込みの回（第1回12：00〜開場、
第2回14：30〜開場）③申し込み者氏名④同伴者氏名（一人で申し込みの
場合、記入不要）⑤連絡先住所、電話番号

info@polaculture.or.jp　 FAX 03-3494-7597
※ 上映会について詳しくは、公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団（ 03-

3494-7653《平日10：00〜17：00、㈷・年末年始除く》）に問い合わせて
ください。

問文化振興課交流推進係　 03-3463-1142 FAX 03-5458-4938

区民優待のお知らせ：伝統文化記録映画「野村万作か
ら萬斎、裕基へ」完成記念上映会

その他のお知らせ

外来年間合算は、年間を通して医療保険で高額な外来診療を受けている70
歳以上の人の負担を軽減する制度です。外来診療の自己負担の年間合算額
が144,000円を超えた場合、その超えた金額が支給されます。
計算対象期間 2年8月1日〜3年7月31日の1年間
支給方法 3年7月31日現在、加入していた各医療保険から支給
①国民健康保険の加入者
　高齢受給者証の負担割合が2割の課税世帯の人が対象
　▶︎12月末、該当する人へ申請書を送付します。
②社会保険、国民健康保険組合など、①以外の医療保険の加入者
　▶︎加入している保険医療機関へ問い合わせください。
※ 計算対象期間に加入していた国民健康保険、後期高齢者医療制度の｢自

己負担額証明書｣が必要になる場合があります。

  国民健康保険

外来年間合算高額療養費を支給します

日程 内容 講師
1月  7日㈮ 人形浄瑠璃｢義経千本桜｣ 早稲田大学教授　児玉竜一氏
1月14日㈮ 歌舞伎｢京鹿子娘道成寺｣ 東京大学名誉教授　古井戸秀夫氏
1月21日㈮ 舌耕芸｢〈講談〉勧進帳｣ 武蔵野美術大学教授　今岡謙太郎氏

コスモプラネタリウム渋谷

▶日時　12月22日㈬19:00〜19:50（18:55開場）
▶内容　冬の恋にまつわる歌を特集します

〈共通事項〉 定員 各120人（先着） 料金 600円、小中学生300円 申込 当日会場で

星と音楽の時間 冬の恋の歌

場・問 コスモプラネタリウム渋谷 03-3464-2131 FAX 03-3464-2148

渋谷で満天の星を見ることができるコスモプラネタリウム渋谷ならではの心華やぐ
クリスマスのひとときをお届けします。｢クリスマス星空散歩｣は、クリスマスの星空の
話や、ツリーの先に飾られているベツレヘムの星にまつわる話など、解説員ごとに異
なる40分間の投影です。キッズタイム｢クリスマスのほしをみよう！｣は、子ども向けに
クリスマスの夜に見える星空の話をする30分間の投影です。
クリスマスはコスモプラネタリウム渋谷ですてきな夜を過ごしませんか。

星降るクリスマス2021

日程 開始時間 内容

12月24日㈮
13:00 キッズタイム｢クリスマスのほしをみよう！｣
15:00、17:00、19:00 クリスマス星空散歩

12月25日㈯
11:00、12:00 キッズタイム｢クリスマスのほしをみよう！｣
13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、19:00 クリスマス星空散歩

コスモ正月散歩
日程 開始時間 内容

1月2日㈰･3日㈪
13:00〜13:30 ハチ公と！なんで？どうして？ 宇宙のふしぎ！
14:00〜14:40 コスモ正月散歩15:00〜15:40

問 国民健康保険課給付係
　 03-3463-1776 FAX 03-5458-4940

年末年始のお知らせ

その他の主な施設は、次のとおりです。
時間など詳しくは区HPをご覧ください。

年末は12月28日（火）まで
年始は1月４日（火）から区役所の業務

施 設 名 年 末 年 始
区民サービスセンター 12月28日（火）まで 1月4日（火）から
渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツ 12月28日（火）まで 1月4日（火）から
コスモプラネタリウム渋谷 12月28日（火）まで 1月2日（日）から
川本喜八郎ギャラリー 12月28日（火）まで 1月4日（火）から
郷土博物館・文学館 12月28日（火）まで 1月4日（火）から
松濤美術館 12月12日（日）まで 1月4日（火）から
スポーツセンター 12月28日（火）まで 1月4日（火）から
猿楽トレーニングジム 12月28日（火）まで 1月4日（火）から
ひがし健康プラザ
アリーナ・多目的ルーム 12月28日（火）まで 1月5日（水）から

ひがし健康プラザ プール 12月28日（火）まで 1月10日（月・祝）から
代官山スポーツプラザ
多目的ルーム・レクリエーションルーム 12月28日（火）まで 1月4日（火）から

代官山スポーツプラザプール 12月21日（火）まで 1月4日（火）から
中幡小学校温水プール 12月28日（火）まで 1月4日（火）から
本町学園温水プール 12月23日（木）まで 1月5日（水）から
上原中学校温水プール
※12月1日㈬～1月31日㈪は工事のため休場 12月28日（火）まで 1月4日（火）から

区施設のご案内

問土木部交通政策課交通政策係　 03-3463-1854 FAX 03-5458-4908

ハチ公バス  年末・年始運行のお知らせ
●本町・笹塚循環　春の小川ルート
通常どおり運行します。 

◦ １月１日（土・祝）～３日㈪は、明治神宮参拝の交通規制により「 8・43

明治神宮（原宿駅）・9 明治神宮前駅」バス停が一時休止されます。

●神宮の杜（もり）ルート

※詳しくは、バス車内、バス停の案内をご覧ください。
●恵比寿・代官山循環　夕やけこやけルート
１２月３０日㈭～1月３日㈪は、土曜・休日ダイヤ、土曜・休日ルートで
運行します。
●丘を越えてルート（上原・富ヶ谷ルート）
通常どおり運行します。 

渋谷コミュニティバス

文化・エンタテイメント あらたな文化を生みつづける街へ。

空間とコミュニティのデザインのつづき

代官山アドレス区民住宅のうち用途を廃止した3室を売却します。入札に参
加するには申し込みが必要です。
名称･所在地 代官山アドレス（代官山町17番1号）、3室
※ この物件は平成12年8月竣工後、渋谷区区民住宅として管理していた住戸

です。

日程

問資産総合管理課資産管理係　 03-3463-1490 FAX 03-5458-4932

※ 入札参加申込書および入札説明書は資産総合管理課資産管理係で配付、
または区HPからダウンロードしてください。

区有財産（建物）の一般競争入札

番号 階数 主要開口部 間取り 延床面積 最低売払価格
1 10階 南西（中間部屋） 2LDK 69.14㎡ 103,400,000円
2 10階 北東（角部屋） 3LDK 73.34㎡ 107,200,000円
3 11階 南西（中間部屋） 2LDK 69.14㎡ 106,300,000円

入札参加申し込み 12月15日㈬〜1月12日㈬17:00

入札･開札日 1月27日㈭11:30から

｢OUT IN JAPAN｣とは、日本のLGBTQを
はじめとする性的マイノリティにスポッ
トライトを当て、市井の人々を含む多彩な
ポートレートをフォトグラファーが撮影し、
カミングアウトを選択する人を、優しく受
け止め応援できる社会づくりを目指すプロジェクトです。
区主催で、撮影会を誘致します。撮影されたポートレートは後日、OUT 
IN JAPANウェブサイトでアーカイブ公開されます。

主催 渋谷区(事業主催)
　　 NPO法人 グッド・エイジ

ング・エールズ(OUT IN 
JAPAN主催)

日・場 2月を予定。区HP、アイリスSNS等でお知らせします(#渋
谷にかける虹SNSなどで告知)。
申OUT IN JAPANのHPの応募フォームで。12月中に募集開始
予定。　※選考のうえ、 通過した人に詳細を連絡

ＯＵＴ ＩＮ ＪＡＰＡＮ
撮影会 ｉｎ Ｓｈｉｂｕｙａ

問 男女平等･ダイバーシティセンター〈アイリス〉
　 03-3464-3395 FAX 03-3464-3398

©OUT IN JAPAN

▲ Facebook ▲twitter▲区HP

問文化総合センター大和田ホール事務室
　 03-3464-3252 FAX 03-3464-3289
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渋谷区役所本庁舎 〒150-8010 宇田川町1-1／北谷分庁舎 〒150-0041 神南1-8-6
区民サービスセンター渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツ 〒150-8510 渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ 8階／文化総合センター大和田 〒150-0031 桜丘町23-21

その他のお知らせその他のお知らせ

都の医療機関案内｢ひまわり｣
03-5272-0303 FAX 03-5285-8080（聴覚障がい

者専用）
HPwww.himawari.metro.tokyo.jp/
・医療機関案内　通年･24時間
・医療についての相談　㈪〜㈮9:00〜20:00

1月の各種相談･学級　※中央保健相談所の会場は、渋谷区子育てネウボラです。

内容・申込 会場 日時 問

母乳相談
申当日会場で

中央
保健相談所

17日㈪

24日㈪

9:30〜10:30、
13:30〜14:30
9:30〜10:30

2

恵比寿
保健相談所 6日㈭ 13:30〜14:30 4

幡ヶ谷
保健相談所 27日㈭ 13:30〜14:30 5

栄養相談
申電話で

中央
保健相談所 26日㈬ 13:30〜15:30

3恵比寿
保健相談所 27日㈭ 13:30〜15:30

幡ヶ谷
保健相談所 6日㈭ 13:30〜15:30

乳児（4～6
か月児）・
離乳食相談
（実習付き）
申電話で

中央
保健相談所 12日㈬ 14:00〜15:00 3

歯科専門
相談
申電話または
LINEで

中央
保健相談所 4日㈫ 13:30〜14:30 2

恵比寿
保健相談所 14日㈮ 13:30〜14:30 4

幡ヶ谷
保健相談所 20日㈭ 13:30〜14:30 5

問1保健指導主査�☎︎03-3463-2439 FAX 03-5458-4944
　2中央保健相談所･母子保健係
　　☎︎03-3463-2409 FAX 03-5458-4944
　3中央保健相談所･栄養指導
　　☎︎03-3463-2444 FAX 03-5458-4944
　4恵比寿保健相談所�☎︎ 03-3443-6251 FAX 03-3443-6253
　5幡ヶ谷保健相談所�☎︎ 03-3374-7591 FAX 03-3374-5985

●休日･夜間診療
・区民健康センター桜丘
（ 03-3464-3478、文化総合センター大和田内）

㈯18:00〜21:00、
㈰・㈷･㉁9:00〜13:00、14:00〜21:00
※9:00〜18:00は内科･小児科、18:00〜21:00
　は内科のみ
※調剤薬局（ 03-6416-0458）あり
　㈯18:00〜21:00、㈰･㈷･㉁9:00〜21:00
・しぶやこども救急室
（ 03-3400-1311、日本赤十字社医療センター
〈広尾4-1-22〉内）
19:00〜22:00　※小児科のみ

●病院案内（通年･24時間）
・渋谷消防署（ 03-3464-0119）
●救急車を呼ぶか迷った時は（通年･24時間）
・東京消防庁救急相談センター
（ #7119または 03-3212-2323）

休日･夜間の急病に

●渋谷区口
こうくう

腔保健支援センター�プラザ歯科診療所
（ 03-5466-2770、ひがし健康プラザ内）

㈰・㈷･㉁9:00〜17:00
●休日歯科応急診療所（指定歯科医院）の案内

㈰・㈷･㉁9:00〜13:00
※ 12月29〜31日、1月1〜3･9･10日は9:00〜

17:00
※ 指定歯科医院は｢渋谷区コールセンター｣｢ひま

わり｣で案内しています。

休日歯科診療

●�渋谷区コールセンター（ 03-3463-1211）
　8:30〜19:00、㈯･㈰･㈷･㉁9:00〜17:00

総合案内

内容・申込 会場 日時 問

精神保健
相談
申電話で

中央
保健相談所

13日㈭
19日㈬

10:00〜11:30
14:00〜15:30 1

恵比寿
保健相談所 17日㈪ 14:00〜15:30 4

幡ヶ谷
保健相談所

19日㈬
25日㈫

14:00〜15:30
14:00〜15:30 5

親子の
相談室
申電話で

中央
保健相談所 13日㈭ 14:00〜15:30 1

パパ・ママ
入門学級
申電話または
LINEで

中央
保健相談所

22日㈯ 13:30〜14:45 2

恵比寿
保健相談所

11日㈫
18日㈫

13:30〜14:45
13:30〜14:30 4

幡ヶ谷
保健相談所 5

育児学級
申電話
または
LINEで

４
〜
６
か
月
児

中央
保健相談所 14日㈮ 10:00〜11:00 2

恵比寿
保健相談所 18日㈫ 10:00〜11:00 4

幡ヶ谷
保健相談所 27日㈭ 10:00〜11:00 5

９
〜
12
か
月
児

中央
保健相談所 2

恵比寿
保健相談所 4

幡ヶ谷
保健相談所 5

しぶや区ニュースは区内全世帯へ
各戸配布をしています

発行日を過ぎても届かない場合、配布を停止したい場合など、区ニュースの配布に関する問い合わせは、
区ニュース各戸配布コールセンターへ 0120-849-277 ㈪～㈯ 9：00～18：00 ※祝・休日、1月1～3日を除く

（12/17より電話のみで申し込み開始）

その他のお知らせのつづき
●アロマと占い　月2回／13:00〜14:30／初台･代々木／入会金2,000円／
会費月4,000円／ 090-1996-7063／𢎭

ゆはず

●シェイプアップヨガ（中高年歓迎、無料体験あり）　金曜日／13:40〜
15:10／スポーツセンター／入会金1,000円／会費月1,500円／ 03-
3469-5604／奥

おく
乃
の

●ストレッチ体操　木曜日／9:50〜11:00／スポーツセンター／会費月
3,000円／ 03-3374-0228／大城
●ハッピーコーラス　土曜日／14:00〜16:00／笹塚1丁目／会費1回500
円、教材費実費／primavera_0105@yahoo.co.jp／春

はる

●フラメンコシェイプ（初心者歓迎）　月3回水曜日／13:00〜17:00のうち
1時間／初台青年館ほか／入会金3,000円／会費月4,000円／ 03-
3379-0845／阿部
●やさしいストレッチ体操（中高年対象）　火曜日／9:50〜11:00／スポー
ツセンター／会費月3,000円／ 03-3376-8175／大澤
●英会話（小中学生歓迎、英検）　土曜日／90分／笹塚区民会館／会費月
3,000円／ 090-9302-4516／中村

●英会話（女性･初心者対象）　月3回各70分／場所は相談／会費月4,000
円、教材費月2,000円／ 090-1127-1141／濱田
●琴　第2･4水曜日／9:30〜12:00／幡ヶ谷社会教育館／会費月3,500円／

03-3377-8032／渡
わた

邊
なべ

●元気アップ体操（60〜90歳歓迎、椅子に腰掛けての体操、杖の人も可）　
水曜日／13:30〜14:30／はつらつセンター幡ヶ谷／会費月1,300円／
090-9801-9323／髙橋
●日常英会話（小グループ、中高年歓迎）　月4回の火曜日／10:00〜11:00

（予定）／はつらつセンター参宮橋／会費月4,000円／ 03-3370-7763／
ワタナベ
●有酸素運動･ストレッチ（見学自由） 火曜日／19:15〜21:00／神宮前小
体育館／会費月2,000円／ 03-3407-7016／丸山（17:00〜22:00）
[団体活動の新規登録]�
広報コミュニケーション課（ 03-3463-1287）へ電話で 
※ 各団体への参加申し込み・問い合わせは、各団体の連絡先へ直接電話して

ください。

イラストレーター、グラフィックデザイナー和田誠さんの著書･装丁本などを
展示します。貸し出しはしませんが、会場内では自由にご覧になれます。
開設日時 12月17日㈮9:00
場中央図書館4階
開館時間（中央図書館）　㈫〜㈯9:00〜21:00、㈰･㈪･㈷･㉁9:00〜18:00
※第1月曜日、第3木曜日、特別整理期間、年末年始は休館
問中央図書館　 03-3403-2591 FAX 03-3403-2270

自身で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。保管場所に困ってい
る人や、書き替えられたりするといったトラブルが心配な人、相続発生後に
相続人などに見つけてもらえるか不安がある人におすすめです。また、法務
局で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となる
メリットもあります。詳しくは、法務省ＨＰまたは法務局で配布しているパンフ
レットをご覧ください。
問東京法務局供託課（遺言書保管担当）　 03-5213-1441（直通）

事業者は、4年度給与支払報告書と3年分の給与所得の源泉徴収票などの法
定調書を期日までに提出してください。給与支払報告書の提出はｅ

エルタックス
ＬＴＡＸ（地

方税ポータルシステム）、法定調書の提出はｅ
イータックス
-Ｔａｘ（国税の電子申請･納税シ

ステム）の利用が便利です。
●給与支払報告書
提出先 受給者（給与の支払いを受けている人）の4年1月1日現在の住所地の
市区町村（退職者は退職日現在の住所地）
●源泉徴収票（給与所得･退職所得）
支払調書（報酬･料金･契約金･賞金･不動産の使用料など）

提出先 渋谷税務署  
提出期限 1月31日㈪

3年1月提出分よりｅ-Ｔａｘまたは光ディスクなどによる法定調書の提出義務
基準が100枚以上に引き下げられました
法定調書の種類ごとに、2年中に提出すべきであった法定調書の枚数が100
枚以上であった場合には、4年中に提出する当該法定調書は、ｅ-Ｔａｘまたは光
ディスクなどにより提出する必要があります。
※ 給与所得（および公的年金等）の源泉徴収票のｅ-Ｔａｘまたは光ディスクな

どによる提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与
支払報告書（および公的年金等支払報告書）についてもｅＬＴＡＸまたは光
ディスクなどによる提出が義務化されています。

問給与支払報告書は　税務課課税第一係･課税第二係
　 03-3463-1719･1726 FAX 03-5458-4913
　源泉徴収票･支払調書は　渋谷税務署管理運営部門
　 03-3463-9181

和田誠記念文庫オープン自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

給与支払報告書･法定調書の提出はお早めに

区民のコーナー

小学生部門　敬称略 中学生部門　敬称略

健康づくり事業の一環として、小中学生を対象にレシピコンテストを実施しました。今年度は｢3
色そろえて元気もりもり朝ごはん｣をテーマに募集し、小中学生合わせて897人の応募がありま
した。ご応募ありがとうございました。
※レシピは区HPで公開する予定です。

健康づくり　　　　 コンテスト
｢3色そろえて元気もりもり朝ごはん｣受賞レシピ紹介

レ シ ピ

問 中央保健相談所母子保健係　 03-3463-2444 FAX 03-5458-4944

笹塚小学校1年　大川 真依
�｢スペシャルドリア･かんたんトマトスープ｣

優秀賞
代々木中学校2年　及川 楓太
｢ごま塩雑穀ごはん･塩鮭･ぬか漬けきゅうりと
蒸し鶏の和え物･じゃこ入りみそ汁｣

優秀賞

笹塚中学校2年　関 昴
�｢おにぎらず･トマトとオクラのコンソメスープ｣

アイデア賞
長谷戸小学校5年　栁舘 光
�｢スリーミールズフードサラダ･グリーン
ジュース｣

アイデア賞

笹塚中学校2年　堀込 葉月
�｢ワンパントースト･野菜サラダ･ヨーグルトフ
ルーツスムージー｣

最優秀賞
幡代小学校6年  熊谷 虹子
�｢栄養たっぷり！具だくさん卵かけご飯･トマ
トのみそ汁｣

最優秀賞

区は、4年度に施設予約システムの更新を予定しています。システム更新時
に改めて団体登録が必要になるため、システム更新時まで団体登録有効期
限を延長します。今後の予定は、追ってお知らせします。
問社会教育館は　生涯学習振興課生涯学習係
　 03-3463-3049 FAX 03-3463-3822
◦ スポーツ施設は　スポーツ振興課スポーツ振興係
　 03-3463-3295 FAX 03-3463-3822
◦ 文化総合センター大和田は　文化総合センター大和田ホール事務室
　 03-3464-3251 FAX 03-3464-3289

文化総合センター大和田･社会教育館･スポーツ施設の
団体登録有効期限を延長します

明るい選挙啓発ポスター コンクール入賞者

日1月11日、2月8日㈫17:30〜20:00（1人30分）
内離婚、相続、その他トラブル全般 相談員  弁護士
対区内在住･在勤の人、区内事業者 
申電話で（㈪〜㈮10:00〜16:00）
場･問渋谷シビック法律事務所　 03-5428-5429 

夜間無料法律相談会

区内小中学校や高校から、751点の応募がありました。
主な入賞者を紹介します（敬称略）。

問選挙管理委員会事務局　 03-3463-3115 FAX 03-5458-4945

上野 果菜南（西原小学校5年）
小笠原 文（上原中学校3年）

渋谷区推進委員賞

大山 昊（富谷小学校5年）
齋藤 夏帆（渋谷本町学園中学校9年）

渋谷区選管委員賞

馬場 楓奈(都立第一商業高校3年)
渋谷区特別賞

湊 絢香
（富谷小学校6年）

渋谷区優秀賞
生山 こはる

（上原中学校3年）

渋谷区優秀賞

区では、プロサッカークラブ「FC東京」と連携し、落書き
防止啓発ポスターを作成し「落書きは犯罪」であること
を、渋谷を訪れる若い世代を中心にPRしていきます。
日12月1日㈬〜1月31日㈪
場渋谷駅周辺の商店街など区内約500か所を予定
※ 落書きは犯罪です。落書き現行犯を発見した際には、

警察署へ110番してください。
問環境整備課きれいなまちづくり係
　 03-3463-3496 FAX 03-5458-4903

FC東京 長友佑都選手出演の
落書き防止啓発ポスターを掲示します

区民の皆さんの自主的・継続的な団体活動の紹介です。内容などは直接問い合わせて利用してください。
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しぶや区ニュースは、点字版と声のニュース（カセットテープ、デイジー）も発行しています。詳しくは広報コミュニケーション課（ 03-3463-1287）へ問い合わせてください。

採用者の職種や人数は、退職者の状況などにより毎年異なります。
多様化する区民ニーズや新たな行政需要に対応しつつ、厳しい財政状況を見据え、職員数の適正化に向けた取り組みを行なっています。

（1）採用者および退職者 （3）職員数の推移 （各年4月1日現在）

区分 事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能系 教育職員 計
採用者 74 34 4 9 3 5 129
退職者 92 16 3 4 30 7 152

（2）職務系別職員数 （3年4月1日現在）

（1）地方公務員法上の職員の義務

区分 事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能系 教育職員 計
職員数 1,013 410 198 83 296 22 2,022

区分 28年 29年 30年 元年 2年 3年 増減数

一般行政
職員数 1,544 1,603 1,635 1,653 1,674 1,706  
増　減 59 32 18 21 32    162

教育
職員数 220 222 220 228 231 219   
増　減 2 △2 8 3 △12   △1

国保・介護・
後期高齢事業

職員数 83 86 96 96 96 97 　 
増　減 3 10 0 0 1 　  14

合　計
職員数 1,847 1,911 1,951 1,977 2,001 2,022

（161）（145）（130）（102） （86） （82）

増　減 64 40 26 24 21 175
（△16）（△15）（△28）（△16）（△4）（△79）

（2）服務規律確保の取り組み例

｢懲戒処分の指針｣の
周知

懲戒処分に該当する代表的な事例を挙げて、それぞれ
の標準的な処分を示し、服務規律の確保を徹底してい
ます。

ハラスメント防止の
取り組み

ハラスメント防止に関する職員研修の実施や、職員か
らの相談を受け付ける相談窓口の設置により、勤務環
境の整備を行なっています。

区は、人事行政の運営における公平性と透明性をより高めるために、｢渋谷区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例｣に基づき、職員の任用、勤務条件、給与など
の概要を公表しています。詳しくは、区ＨＰ、区役所本庁舎6階区政資料コーナー、区立図書館で公表する『渋谷区人事行政の運営等の状況について』をご覧ください。

（単位 : 人）

法令および上司の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職
務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従
事等の制限

人事評価 服　務
職員の能力開発、人財育成および公正な人事･処遇への的確な反映を目的として、
目標管理型の自己申告制度および人事評価制度（定期評価）を実施しています。

職員が職務の遂行にあたって守るべき義務は、地方公務員法で定められてい
ます。

※採用は2年4月2日〜3年4月1日、退職は2年4月1日〜3年3月31日の状況です。

（注）（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

（単位 : 人）

（単位 : 人）

※職員数は、一般職に属する職員数のうち、特別区人事･厚生事務組合、東京都後期
高齢者医療広域連合、東京二十三区清掃一部事務組合およびその他地方公共団体
への派遣職員ならびに再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員および臨時的任
用職員を除いた数値です。

職員の任免および職員数

渋谷区職員の勤務状況・給与などを公表します

●分限処分者数 （2年度）
降任 免職 休職 計

1 0 49 50

分限および懲戒処分
（1）分限処分
職員が職責を十分に果たせないなど一定の事由がある場合に、職員の意に反
して不利益な身分上の変動をもたらす処分です。

（単位 : 人）

●懲戒処分者数（2年度）
戒告 減給 停職 免職 計

0 2 1 2 5

（2）懲戒処分
職員が法令違反、職務上の義務の違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非
行をした場合などに科される制裁です。

（単位 : 人）

福祉および利益の保護
（1）厚生福利制度
地方公務員法は、職員の厚生福利を図る制度として厚生･共済制度を定め、
また厚生福利制度とは別に公務災害補償を規定しています。

（2）安全衛生管理
渋谷区安全衛生委員会を設置して、職員の健康安全管理に関する指導･啓
発を行なっています。また、健康の保持増進を図るため、各種健康診断、労
働安全対策、外部専門機関と連携したメンタルヘルス対策などを実施して
います。

（3）公務災害など
職員が公務中に負傷した場合、公務が原因で病気になった場合および通勤途
中で負傷した場合は、地方公務員災害補償法に基づき補償をしています。
2年度の認定請求件数は、公務災害6件、通勤災害4件でした。

研　修
自己啓発や職場内研修との連携を図りながら、意欲の引き出しと能力開発･向
上に重点を置いた研修事業を行なっています。
2年度には、新規採用職員や係長などの職層ごとの研修、文書や接遇などの実
務研修を実施し、特別区の共同研修なども含めて延べ835人が受講しました。

退職管理
地方公務員法の規定により、営利企業などに再就職した元職員は、職員に対し
て、離職前5年間の職務に関する契約などへの働きかけを禁止されています。
区は、職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するよう
努めています。

●取得状況 （2年度）

区分 2年度の新規取得者数 元年度からの継続取得者数
男 女 計 男 女 計

育児休業 4 39 43 0 60 60
部分休業 3 25 28 0 7 7

配偶者同行休業 0 0 0 0 0 0

（3）休業
区の条例･規則には3種類の休業が定められています。

（単位 : 人）

●年次有給休暇の取得状況 （2年4月〜3年3月）

平均取得日数 14日

（2）休暇
年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠障害休暇、
母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔
休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護
のための休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間

※非現業の一般職に属する常勤職員のうち、区長部局に勤務する職員（交代制勤務職員
を除く）の平均取得日数です。

（1）正規の勤務時間
1週間の勤務時間 38時間45分 1日の勤務時間 7時間45分

勤務時間その他の勤務条件
勤務時間や休暇などは、区の条例･規則で定められています。

区分 渋谷区 国
自己都合 勧奨･定年 自己都合 勧奨･定年

支給率
勤続20年 18.00月分 24.55月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.00月分 32.95月分 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.75月分 47.70月分 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 39.75月分 47.70月分 47.709月分 47.709月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2〜20％）
定年前早期退職特例措置

（2〜45％）
1人当たり平均支給額 1,321千円 20,187千円

給与の種類・支給額などの概要

問職員の任用、職員数は
　人事課人事係　 03-3463-1379 FAX 03-5458-4987
 ・職員の給与は
　人事課給与係　 03-3463-1366 FAX 03-5458-4987
 ・職員の勤務条件は
　人事課職員支援係　 03-3463-1371 FAX 03-5458-4987
※ 特別区人事委員会の業務状況（職員の競争試験および選考、勤務条件に関す

る措置の要求、審査請求など）は、『渋谷区人事行政の運営等の状況につい
て』をご覧ください。

区分 職員数
（a）

給与費 １人当たり
給与費

（b/a）給料 職員手当 期末･勤勉手当 計（b）

2年度 1,905人
（85） 6,997,909千円 2,391,841千円 3,151,397千円 12,541,147千円 6,583千円

※給与費には事業費支弁に係る職員分を含みます。なお職員手当には退職手当を含みません。
※（　）内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きです。

（2）職員給与費（普通会計決算）

区分 一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

渋谷区 300,597円 417,107円 41.7歳 293,715円 392,614円 53.4歳
東京都 315,489円 463,399円 41.9歳 290,644円 393,826円 50.4歳 

国 325,827円 407,153円 43.0歳 286,947円 328,603円 50.9歳
※｢平均給料月額｣とは、3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
※｢平均給与月額｣とは、給料月額と諸手当の額を合計したものです。なお、国家公務員の

平均給与月額には、超過勤務手当、特殊勤務手当などの手当は含まれていません。
※平均年齢は、10進法で表記しています。

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢 （3年4月1日現在）

区分
渋谷区 国

初任給 採用2年経過日
給料額 初任給 採用2年経過日

給料額

一般
行政職

Ⅰ類
大学卒 183,700円 193,600円

総合職 
186,700円

総合職 
207,800円

182,200円 193,900円

Ⅲ類
高校卒 147,100円 157,000円 150,600円 158,900円

※このほか、諸手当が支給されます。

（4）職員の初任給（3年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 268,758円 326,600円 340,414円
高校卒 244,300円 259,650円 －

技能労務職 高校卒 － － －
※経験年数とは、卒業後ただちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数を

いいます。
※諸手当は含まれていません。

（5）職員の経験年数別･学歴別平均給料月額 （3年4月1日現在）

区分 給料月額など 期末手当
支給月 2年度支給割合 3年度支給割合

給料
区長
副区長
教育長

1,111,100円
908,100円
815,300円

6月
12月
3月

1.80月分
1.80月分
0.25月分

1.775月分
1.825月分
0.25月分

計 3.85月分 3.85月分

報酬
議長
副議長
議員

920,300円
767,800円
611,100円

6月
12月
3月

1.80月分
1.80月分
0.45月分

1.775月分
1.825月分
0.45月分

計 4.05月分 4.05月分

（8）特別職の報酬等の状況 （3年4月1日現在）

昇給日 職員数（a） 昇給区分Ａ（6号昇給）または昇給区分Ｂ
（5号昇給）により昇給した職員数（b）

比率
（b/a）

3年4月1日 1,601人 463人 28.9％
※前年度の勤務成績に応じて昇給区分を決定しています。昇給区分ＡおよびＢの職員は、昇

給区分Ｃ（4号昇給）と比べてＡは2号、Ｂは1号拡大された昇給幅が付与されます。
※職員数は、令和3年4月1日在籍者のうち、令和2年度の定期評価を受けた人数です。

（7）昇給の状況

給与水準
●区職員の給与

中立的･専門的な第三者機関である特別区人事委員会が、23区内の民間企業の給
与実態を毎年調査して、特別区職員の給与について勧告を行なっています。この勧
告に基づき、区職員の給与は、区議会の審議を経て条例により定められます。
◦ 区職員の一般行政職の給与水準（2年4月1日現在）
◦ 国の職員の給与水準100に対して98.1（特別区平均は99.1）

●区長や区議会議員などの特別職の給料・議員報酬
渋谷区議員報酬等および区長等給料等審議会の意見を聞き、区議会の審議を
経て条例で定められます。

給与の支給額･昇給状況など

区分 住民基本台帳
人口 歳出額（a） 実質収支 人件費（b） 人件費率

（b/a）
2年度

（元年度）
231,291人

（231,043）
125,725,902千円
（100,786,380）

7,419,266千円
（7,777,481）

19,052,716千円
（18,693,338）

15.2％
（18.5）

※住民基本台帳人口は、3年3月31日現在。
※人件費には、事業費支弁に係る職員分および特別職に支給される給料･報酬などを含みます。

（1）人件費（普通会計決算）

勤務した実績に応じて支給されるもの
（平均支給月額はいずれも2年度実績の数値）
●超過勤務手当
●特殊勤務手当

●その他の手当

1人当たり平均支給月額18,538円（元年度は19,516円）
著しく危険、不快、不健康その他特殊な勤務に対して支給される手当
支給職員1人当たり平均支給月額9,023円（全7種類の手当、支給職
員の割合12.1％）
支給額･支給人員の多い手当：清掃業務特別手当、福祉業務特別手当
夜勤手当

毎月決まって支給されるもの
（地域手当の平均支給月額は2年度実績）
職員には、基本給としての給料と諸手当が支給されます。
●給　　料
●扶養手当

●地域手当

●住居手当

●通勤手当

●そ�の�他

給料表に定める額（給料表は職務内容により異なり、全6種類）
配偶者6,000円、子9,000円、その他の親族6,000円（国は配偶者
6,500円、子10,000円、その他の親族6,500円）、16〜22歳の子は
4,000円（国は5,000円）の加算措置
給料、扶養手当および管理職手当の合計額の20％（国は地域区分に
より20〜3％）１人当たり平均支給月額58,941円
月額27,000円以上の家賃を支払っている世帯主など
27歳まで27,000円、28〜32歳17,600円、33歳以上8,300円
1か月当たり支給限度額55,000円（国は55,000円）
原則年2回の支給で6か月分を一括支給
管理職手当、初任給調整手当など

※1人当たり平均支給額は、2年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。

●退職手当（3年4月1日現在）

区分 渋谷区 国
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 6月期分 1.125 月分
（0.925）[0.625]

1.025月分
（1.225）[0.50]

1.30月分
[0.725]

0.95月分
[0.435]

12月期分 1.175月分
（0.975）[0.675]

1.025月分
（1.225）[0.50]

1.25月分
[0.725]

0.95月分
[0.435]

 3月期分 0.25月分
（0.25）[0.10]

計 2.55月分
（2.15）[1.40]

2.05月分
（2.45）[1.00]

2.55月分
[1.45]

1.90月分
[0.87]

※職務上の段階・職務の級などによる加算措置があります。
※期末･勤勉手当の（　）は管理職員、[　]は再任用職員の月数です。

臨時に支給されるもの
●期末手当･勤勉手当（ボーナスに相当、2年度の支給割合）

区分 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

計基準
となる
職務

30年度
から 部長 課長 課長

補佐 係長 主任 係員

29年度
まで 部長 統括

課長 課長 総括
係長

係長・
主査

主任
主事 係員

職員数 26人 57人 61人 209人 314人
（43人） 404人 1,071人

（43人）

構成比 2.4% 5.3% 5.7% 19.5% 29.3%
（100%）37.7% 99.9%

（100%）
1年前の
構成比 2.1% 5.9% 5.9% 20.0% 29.9%

（100%）36.2% 100%
（100%）

5年前の
構成比 1.8% 0.7% 4.5%

（1.4%） 7.3% 29.7% 34.6%
（98.6%） 16.6% 4.8% 100%

（100%）
※渋谷区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※基準となる職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
※（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
※各級の構成比の合計が100％にならない場合があります（端数を四捨五入しているため）。
※30年度から、行政系人事制度改正により級区分が変更となりました。

（6）一般行政職の級別職員数 （3年4月1日現在）


